
朝
鮮
古
代
史
か
ら
み
た
鞠
智
城

I
白
村
江
の
敗
戦
か
ら
隼
人

•
南
島
と
新
羅
海
賊
の
対
策
へ
ー濱田

耕策

は
じ
め
に

六
六
三
年
の
白
村
江
に
お
け
る
古
代
日
本
の
敗
戦
は
執
権
層
に
深
刻
な 

危
機
意
識
を
も
た
ら
し
た
に
違
い
な
い。
王
族
や
官
人
を
は
じ
め
百
済
人 

が
盛
ん
に
亡
命
し
て
き
た
こ
と
と
相
俟
っ
て、
唐

•
新
羅
の
連
合
軍
が
倭 

の
派
遣
軍
を
追
撃
し
て
列
島
を
襲
い
来
る
や
も
知
れ
な
い
危
機
感
か
ら、

太
宰
府
の
守
備
を
中
心
と
し
た
防
衛
施
設
網
を
西
日
本
に
構
築
す
る
こ
と 

に
な
る。

こ
こ
で
は、
鞠
智
城
が
七
世
紀
後
半
に
朝
鮮
半
島
の
戦
争
動
向
に
備
ぇ 

て
築
城
さ
れ
て
以
来、
九
世
紀
半
ば
に
も
鞠
智
城
は
半
島
情
勢
に
危
機
感 

を
高
め
て
太
宰
府
と
の
連
絡
を
密
に
す
る
に
至
る
こ
の
三
世
紀
に
亙
る
鞠 

智
城
の
歴
史
を
朝
鮮
半
島
の
政
治
と
社
会
の
動
向
か
ら
考
察
す
る。

I  
鞠
智
城
の
造
営

発
表

『朝
鮮
古
代
史
か
ら
み
た
鞠
』

漯
田
枬
策
(

九州大学
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図2水城の復元図（上）と断面図（下）
(復元図：九州歴史資料館1988『発掘が語る遠の朝廷太宰府』、 
断面図：岡田茂弘監修2002『復元するシリ一ズ②古代の都を 
復元する』学習研究社より転載）

白
村
江
敗
戦
の
翌
六
六
四
年
五 

月
に
は
百
済
の
故
地
を
占
領
統
治 

す
る
唐
の
鎮
将
の
劉
仁
願
が
郭
務 

惊
を
倭
国
に
送
つ
て
き
た。
郭
務

 

；  

惊
は
十
二
月
ま
で
倭
国
に
滞
在
し 

た。
郭
は
こ
の
間
に
倭
国
の
軍
事 

を
探
つ
た
に
違
い
な
い。
た
た，、、

郭
は
唐
か
ら
半
島
へ、
半
島
か
ら 

北
部
九
州、
そ
し
て
瀬
戸
内
の
長 

い
航
海
を
ど
の
よ
ぅ
に
記
憶
し、

ま
た
こ
れ
を
劉
仁
願
に
復
命
し
た 

で
あ
ろ
ぅ
か。
郭
は
唐
が
倭
国
に 

派
兵
す
る
こ
と
は
倭
国
軍
が
白
村 

江
の
海
戦
で
敗
北
し
た
轍
を
踏
む 

危
惧
を
抱
い
た
の
か
も
知
れ
な
い。 

そ
の
実
で
は
北
の
高
句
麗
戦
に
進 

む
べ
く、
派
兵
を
匂
わ
せ
て
倭
国 

を
威
圧
す
る
外
交
を
行
つ
た
に
違
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ぃ
な
ぃ。

大
和
王
権
で
は
半
島
情
勢
に
向
け
た
危
機
感
は

 

極
ま
る
の
で
あ
る。
そ
の
対
策
が
太
宰
府
と
大
和

 

の
防
衛
網
の
構
築
で
あ
る。
『日
本
書
紀』
卷
第

 

二
十
七
•

天
智
天
皇
三
年
(

六
六
四
)

の
「是
歳」

条
に
は、
「対
馬
島

•
荖
岐
島
•

筑
紫
国
等
に、

防
〔さ
き
も
り
〕
と
烽
〔す
す
み

•
の
ろ
し
〕
を
 

お
く。
ま
た
筑
紫
に
大
堤
を
築
き
水
を
貯
ぅ。
名

 

づけ
て
水
城
と
言
ぅ」
と
あ
る。
太
宰
府
の
西
北

 

に
は
博
多
湾
が
控
え
て
お
り、
府
の
近
く
に
も
水

 

の
防
御
を
配
置
し
た。
郭
務
惊
が
伝
え
た
百
済
故

 

地
に
駐
留
す
る
唐
の
将
軍
劉
仁
願
の
外
交
と
半
島

 

情
勢
に
倭
国
は
反
応
し
た
の
で
あ
る。

ま
た、
翌
年
の
天
智
天
皇
四
年

(

六
六
五
)

「秋
八
月」
条
に
は
「遣
達
率
答

-
火+

本
，
春
初
(

だ
つ
そ
ち
た
 

ふ
ほ
ん
し
ゅ
ん
そ

)
を
遣
わ
し、
城
を
長
門
国
に
築
か
し
む。
達
率
憶
禮
福
留

(

だ
ち
そ
ち
お
く
ら
い
ふ
く
る

)
と達
 

率
四
比
福
夫
(

だ
つ
そ
ち
し
ひ
ふ
く
ぶ

)
と
を
遣
り
て
筑
紫
国
に
大
野
及
び
椽

(

き
)

城
を
築
か
し
む」
と
あ
る。
水

 

城
と
こ
れ
に
東
西
で
連
な
る
山
城
と
に
よ
る
大
宰
府
防
衛
の
第
一
歩
が
築
か
れ
た。

こ
の
憶
禮
福
留
は
六
六
三
年
九
月
に
百
済
か
ら
倭
国
に
逃
げ
来
っ
て
い
た
か
ら、
大
野
と
椽

(

き
)

城
の
築
城
に
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図4保存整備が進む国史跡の鞠智城跡

は
白
村
江
の
敗
戦
を
前
後
す
る
頃
に
亡
命
し 

て
き
た
百
済
人
の
知
識
と
技
術
が
働
い
て
い 

る。
こ
の
大
宰
府
防
御
の
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
に 

は
森
公
章
氏
や
亀
田
修
一
氏
ら
が
示
唆
す
る 

よ
ぅ
に
(

一)、
百
済
の
都
城
防
衛
網
が
参 

考
に
さ
れ
て
い
よ
ぅ。
百
済
初
期
の
都
の
漢 

城
(

ソ
ゥ
ル
特
別
市
松
坡
区
の
風
納
洞
土
城 

と
夢
村
土
城

)
は
そ
の
西
北
に
流
れ
る
漢
江 

の
流
れ
と
東
北
か
ら
東
南
部
に
山
城
を
構
え 

て
い
る。
ま
た、
四
七
五
年
に
百
済
は
高 

句
麗
に
逐
わ
れ
て
南
の
忠
清
南
道
の
熊
津
城 

(

公
州
市
)

に
遷
都
し、
さ
ら
に
六
十
三
年
後 

の
五
三
八
年
に
は
熊
津
城
か
ら
錦
江
を
下
つ 

た
泗
泌

(
扶餘邑

)
に遷都したが、
こ 

の
ニ
都
も
錦
江
の
流
れ
を
西
北
の
護
り
と
し 

て、
都
の
四
方
に
は
山
城
を
配
置
し
て
い
た。 

百
済
の
三
都
を
守
備
す
る
水
流
と
山
城
の
防 

御
網
の
知
識
は、
兵
法
に
熟
達
し
て
い
た
と
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図5古代山城（神筋石系山城•朝鮮式山城）の分布

石坡街^n
OJ
s 

• 
0
□

伝
わ
る
達
率
の
答

-
火+

本
，
春
初
や
憶
禮
福
留
ら
の
亡
命

 

百
済
官
人
に
よ
っ
て
倭
国
に
導
入
さ
れ
活
か
さ
れ
た
と
考
え
ら

 

れ
る。さ

て、
鞠
智
城
が
大
宰
府
防
衛
網
に
組
ま
れ
る
の
は
次
ぎ
の

 

段
階
で
あ
る。
憶
禮
福
留
ら
が
大
野
と
椽
城
を
築
い
た
翌
九
月

 

に
唐
の
劉
徳
高
ら
ニ
五
四
人
が
対
馬
を
経
て
や
っ
て
来
た。
こ

 

の
な
か
に
は
か
の
郭
務
惊
も
い
た。
劉
ら
は
十
二
月
に
引
き
上

 

げ
た
が、
今
回
の
郭
の
来
日
は
前
回
と
は
使
命
を
違
っ
て
い
よ

 

ぅ。
劉
徳
高
は
先
の
六
五
三
年
に
遣
唐
使
に
随
行
し
て
入
唐
し

 

て
い
た
学
問
僧
の
定
恵
を
伴
っ
て
い
た。
定
恵
は
内
大
臣
の
中

 

臣
鎌
足
の
子
で
あ
る
が、
劉
徳
高
ら
唐
本
国
の
使
者
と
百
済
故

 

地
の
動
向
に
詳
し
い
郭
務
惊
等
の
一
行
の
盛
大
さ
は、
倭
国
を

 

圧
し
つ
つ
安
定
し
た
関
係
を
勧
め
る
使
命
で
あ
る
こ
と
を
考
え

 

さ
せ
る。
同
年
八
月
に
は
熊
津
の
就
利
山
で
鎮
将
の
劉
仁
願
の

 

下
で
新
羅
の
文
武
王
と
百
済
王
族
の
扶
餘
隆
と
会
盟
し
て
百
済

 

の
遺
衆
の
抵
抗
は
ひ
と
ま
ず
終
結
し
た
か
ら、
百
済
故
地
を
統

 

治
す
る
劉
仁
願
ら
占
領
軍
は
倭
国
と
の
関
係
を
安
定
さ
せ
る
こ

 

と
で
半
島
南
部
を
固
め
て、
対
高
句
麗
戦
に
向
か
お
ぅ
と
す
る
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尾花地区主要部遗描配涅囡
図6大野城の礎石建物群2例

横田義章1983「大野城の建物」『九州歴史資料館開館十周年記念大宰府古文化 
論叢上巻』吉川弘文館よリ転載

こ
と
が
唐
本
国
の
戦
略
で
あ
る

 

と
思
わ
れ
る。

こ
の
間
に
も、
半
島
と
列
島

 

に
挟
ま
る
耽
羅
は、
憶
禮
福
留

 

ら
が
築
城
し
た
六
六
五
年
八
月

 

と
郭
や
劉
が
十
二
月
に
倭
国
を

 

離
れ
た
そ
の
翌
年
の
六
六
六
年

 

正
月、
さ
ら
に
六
六
七
年
七
月

 

に
も
倭
国
に
使
節
を
送
つ
て
き

 

た。
六
六
六
年
正
月
と
十
月
に

 

は
高
句
麗
の
使
節
も
倭
国
に
来

 

た
つ
て
い
た。
倭
国
に
は
白
村

 

江
の
敗
北
感
の
ぅ
え
に
新
た
な

 

半
島
情
勢
の
緊
張
感
が
加
わ
つ

 

て
き
た。
六
六
七
年
十
一
月
に

 

は
か
の
百
済
鎮
劉
仁
願
は
司
馬

 

法
聡
を
し
て
六
六
五
年
十
二
月

 

に
唐
の
使
者
の
劉
徳
高
ら
の
帰
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半
島
で
進
行
す
る
高
句
麗
戦
等
の
半
島
情
勢
を
得
た
で
あ
ろ
ぅ。
同
月
に
は
高
安
城

(

奈
良
県
生
駒
郡
と
大
阪
府
八
尾

 

市
の
境
)、

讃
吉
(

さ
ぬ
き
)

国
の
山
田
郡
の
屋
嶋
城

(

香
川
県
高
松

市
)、

対
馬
国
の
金
田
城
(

対
馬
市
美
津
島

)
を
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築
か
せ
て
い
る
(

『日
本
書
紀』
巻
第
二
十
七

•
天
智
天
皇
六
年
)。

唐
の
本
国
軍
と
百
済
占
領
軍、
そ
れ
に
新
羅
軍
に

 

よ
る
高
句
麗
戦
と
い
う
半
島
戦
争
に
よ
る
混
乱
と
い
う
不
慮
に
備
え
た
対
策
で
あ
る。

と
こ
ろ
で、
鞠
智
城
に
つ
い
て
は
そ
の
築
城
が
い
つ
な
の
か
記
録
が
な
い。
古
代
の
山
城
で
は
築
城
記
録
が
あ
る
ほ

 

う
が
希
で
あ
る。
『続
日
本
紀』
卷
第
一

•
文
武
天
皇
ニ
年
(

六
九
八
)

「五
月
甲
申
(

二
十
五
日
)

条
に
「太
宰
府
 

に
大
野
.

基
肄
•

鞠
智
(

く
く
ち
)

の
三
城
を
繕
治
せ
し
む」
と
あ
る
こ
と
か
ら、
鞠
智
城
は
大
野

•
基
肄
城
と
連
携
 

し、
か
つ
太
宰
府
に
統
轄
さ
れ
る
軍
事
の
施
設
と
見
ら
れ
る
か
ら、
そ
の
築
城
は
大
野

•
基
肄
城
の
ニ
城
が
築
か
れ
た

 

「六
六
五
年
秋
八
月」
か
と
理
解
さ
れ
る
が、
ま
た
太
宰
府
と
大
和
を
護
る
金
田
城
や
高
安
城
が
築
か
れ
た
第
二
期
の

 

山
城
築
城
時
で
あ
る
こ
の
六
六
七
年
十
一
月
に
築
か
れ
た
か
と
も
見
ら
れ
る。

白
村
江
敗
戦
直
後
に
は
倭
国
は
唐
の
百
済
占
領
軍
と
新
羅
の
動
向
に
警
戒
し
て
対
馬
か
ら
太
宰
府
に
至
る
防
人
と
烽

 

火
台、
水
城
を
築
い
た
が、
敗
戦
後
に
倭
国
は
唐
軍
か
ら
の
使
節
を
三
度
迎
え
る
と
唐
軍
な
ど
の
対
高
句
麗
戦
の
戦
況

 

の
変
転
に
備
え
て、
太
宰
府
と
大
和
を
防
衛
す
る
山
城
網
の
強
化
を
図
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。

六
六
八
年
に
は
高
句
麗
王
権
が
唐
と
新
羅
の
連
合
軍
の
前
に
滅
亡
し
て、
唐
は
高
句
厘
の
故
地
に
安
東
都
護
府
を
お

 

い
て
こ
こ
を
も
間
接
統
治
を
始
め
た
か
ら、
唐
の
政
治
軍
事
圧
力
の

さ
ら
な
る
浸
透
を
防
ぐ
べ
く、
新
羅
は
唐
軍
の
撤

 

退
を
求
め
る
抵
抗
戦
を
進
め
た。
や
が
て、
唐
は
西
の
吐
蕃
な
ど
に
備
え
て
東
の
新
羅
と
妥
協
し
た
か
ら、
六
七
五
年

 

に
は
新
羅
と
唐
の
和
平
が
成
立
し
た。

こ
の
和
平
は
盛
ん
に
来
日
し
た
新
羅
使
か
ら
知
ら
さ
れ
た
に
違
い
な
い
か
ら、
そ
の
後
に
行
わ
れ
た
「六
九
八
年
五

 

月
二
十
五
日」
の
「太
宰
府
に
大
野

•
基
肄
•

鞠
智
の
三
城
を
繕
治
せ
し
む」
と
は
そ
の
事
情
を
ど
う
理
解
さ
れ
る
で

 

あ
ろ
う
か。
半
島
情
勢
は
安
定
に
向
か
う
か
ら、
こ
の
三
城
の
「繕
治」
に
は
ほ
か
の
要
因
が
あ
ろ
う。
そ
の
こ
と
は
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「3
•

八
世
紀
の
鞠
智」
で
述
べ
よ
う。

さ
て、
鞠
智
城
の
地
が
大
宰
府
防
衛
網
の
拠
点
の
一
つ
に
選
定
さ
れ
た
の
は、
朝
鮮
半
島
西
部
か
ら
有
明
海
に
至
る

 

半
島
か
ら
の
文
物
渡
来
の
歴
史
が
こ
の
地
域
に
も
前
史
と
し
て
確
か
に
あ
つ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る。
弥

 

生
時
代
に
は
朝
鮮
半
島
の
無
文
土
器
や
中
国
系
の
銅
銭
が
渡
来
し
て
お
り、
古
墳
時
代
に
は
著
名
な
江
田
船
山
古
墳
に

 

副
葬
さ
れ
た
朝
鮮
系
の
文
物、
ま
た
五
八
三
年
に
は
火
葦
北
国
造
の
阿
利
斯
登
の
子
で
あ
り、
百
済
の
官
僚
と
し
て

 

倭
国
と
の
政
治
交
流
の
任
務
を
務
め、
百
済
第
二
位
の
官
位
で
あ
る
達
率
を
帯
び
た
日
羅
の
事
例

(

『日
本
書
紀』
巻
 

二
十
•

敏
達
天
皇
十
二
年

)
が
想
起
さ
れ
る
よ
う
に、
有
明
海
と
朝
鮮
半
島
西
南
部
を
往
来
す
る
海
上
ル
ー
ト
の
交
流

 

史
は
今
日
か
ら
の
想
像
以
上
の
も
の
で
あ
ろ
う。

ニ
鞠智城の
築城者

鞠
智
城
は
前
記
し
た
『続
日
本
紀』
に
文
武
天
皇
ニ
年

(

六
九
八
)

五
月
二
十
五
日
に
「太
宰
府
に
大
野

•
基
肄
(

き 

い
)
•

鞠
智
(

く
く
ち
)

の
三
城
を
繕
治
せ
し
む」
と
あ
る
こ
と
が
記
録
の
最
古
で
あ
る。
こ
の
記
録
か
ら
は
鞠
智
城

 

が
三
十
三
年
前
に
築
か
れ
た
大
野

•
椽
(

基
肄
)

城
と
連
携
す
る
山
城
で
あ
る
こ
と、
ま
た
こ
の
三
城
を
「繕
治」
し

 

た
こ
と
は
太
宰
府
を
中
心
と
す
る
連
携
を
強
化
す
る
施
策
で
あ
つ
た
こ
と
が
知
ら
さ
れ
る。
そ
の
「繕
治」
と
は
城
壁

 

の
補
修
と
強
化
の
ほ
か
城
内
の
施
設
を
充
実
す
る
こ
と
で
も
あ
つ
た
に
違
い
な
い。
そ
の
連
携
強
化
を
内
外
の
諸
事
情

 

か
ら
考
察
す
る
前
に、
鞠
智
城
を
築
城
し
た
人
々
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う。

鞠
智
城
の
築
城
時
期
は
白
村
江
敗
戦
後
の
間
も
な
い
六
六
四
年
に、
対
馬
島

•
害
岐
島
等
に、
防

(

さ
き
も
り
)

と 

烽
(

す
す
み\

の
ろ
し
)

を
置
き、ま
た
筑
紫
に
水
城
の
大
堤
を
築
き、ま
た
翌
六
六
五
年
秋
八
月
に
は
遣
達
の
率
答

-
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! jm . 此^機
図8温故創生之碑の百済高級貴族像

鞠智城の築城を指導したと想定する「達率憶礼福留」が何事かを 
指し示している。

火+

本
，
春
初
に
長
門
国
の
城
を、
達
率 

の
憶
禮
福
留
と
達
率
の
四
比
福
夫
に
は
筑 

紫国の
大野と椽

(

き
)

のニ城を築か 

せ
て、
水
と
山
城
と
に
よ
る
大
宰
府
防
衛 

の
第
一
歩
が
構
築
さ
れ
た
頃
か
と
も
考
え 

ら
れ
る。
し
か
し、
ま
た、
倭
国
に
は
白 

村
江
の
敗
北
感
に
加
え
て、
唐
の
百
済
占 

領
軍
を
中
心
と
し
て
高
句
麗
を
攻
撃
し
よ 

ぅ
と
す

る
新
た
な
半
島
情
勢
の
緊
張
感
が 

漂
い、
六
六
七
年
十
一
月
に
大
和
に
入
る 

高
安
城
や
讃
吉
国
山
田
郡
の
屋
嶋
城、
ま 

た
対
馬
に
金
田
城
を
築
い
て
半
島
情
勢
に 

備
え
た
が、
こ
の
頃
に
鞠
智
城
は
築
か
れ 

た
か
と
も
考
え
ら
れ
て
よ
い。

そ
こ
で、
鞠
智
城
を
「き
く」
「ち」
で 

は
な
く
「く
く
ち」
と
読
む
『日
本
書
紀』 

の
古
訓
を
糸
口
に
こ
の
山
城
の
築
城
者
層 

に
つ
い
て
考
察
し
て
見
た
い。
「鞠」
「智

J
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は
今
日
の
韓
国
語
音
で
は
「厩」

( K
uk)

「走」( chi)

で
あ
る。
一
五
二
七
年
に
崔
世
珍
が
編
籙
し
た
漢
字
の
字

 

訓
辞
典
で
あ
る
『訓
蒙
字
會』
で
も
「鞠」
「智」
は
や
は
り
「厩」

(
「 K

ik)

「走」( chi)

で
あ
る。
こ
れ
を
今

 

日
流
に
仮
名
表
記
す
れ
ば

「く
く
ち」
と
な
る。
鞠
智
城
の
「鞠
智

J

が

「く
く
ち」
と
訓
(

よ
)

まれたのは百済

 

の
音
に
由
来
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と、
思
わ
れ
る。

ま
た、
「智」
或
い
は
「知」
は
新
羅
の
貴
人
の
人
名
末
尾
に
よ
く
表
れ
る
漢
字
表
記
で
あ
る。
百
済
人
の
例
で
は

 

六
六
〇
年
十
月
に
佐
平
の
鬼
室
福
信
が
百
済
の
十
六
等
の
官
位
の
な
か
で
は
第
一
位
で
あ
る
「佐
平
の
貴
智」
を
倭

 

国
に
派
遣
し
て、
唐
人
の
捕
虜
百
余
人
を
献
じ
た
こ
と
が
あ
る

(

『日
本
書
紀』
巻
二
十
六

•
斉
明
六
年
)。

ま
た、
 

六
六
ニ
年
六
月
に
は
百
済
の
「達
率
の
萬
智」
が
来
日
し
て
い
る

(

同
卷
二
十
七
•

天
智
天
皇
元
年
)。

そ
こ
で、
六
六
五
年
に
長
門
国
に
城
を
築
い
た
百
済
官
人
の
「達
率
答

-
火+

本
，
春
初」
や
筑
紫
国
に
大
野
城

 

と
掾
(

き
)

城
を
築
い
た
「達
率
憶
禮
福
留
と
達
率
四
比
福
夫」
の
例
を
見
れ
ば、
筑
紫
の
二
つ
の
山
城
と
連
携
す
る

 

こ
の
鞠
智
城
の
「鞠
智」
と
は
百
済
で
は
上
位
の
官
位
で
あ
る
佐
平
や
達
率
を
帯
び
た
百
済
か
ら
の
亡
命
官
人
の
名
前

 

で
は
な
か
っ
た
か
と、
考
え
ら
れ
る。
こ
の
「鞠
智」
が
築
城
に
際
し
て
そ
の
土
地
の
選
定
に
始
ま
る
築
城
の
プ
ラ
ン

 

ナ
ー
と
し
て
城
名
に
名
を
残
す
程
の
貢
献
を
な
し
た
も
の
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る。

こ
の
「鞠
智
が
築
い
た
城」
と
言
う
「鞠
智
城」
は
後
述
の
よ
う
に
九
世
紀
で
は
「菊
池
城
院」
と
し
て
現
れ
る。

 

ニ
世
紀
に
も
近
い
そ
の
間
に、
築
城
プ
ラ
ン
ナ
ー
の
百
済
人
に
由
来
す
る
か
と
考
え
ら
れ
た
「鞠
智

J

 
(

K uk

 

c
 hi

 

•
く 

く
ち
)

は
「鞠
」(K

iku

 

•
き
く
)

あ
る
い
は
そ
の
旁
の
「甸

」
(

K iku
 

•
き
く
)

の
漢
字
音
に
従
っ
て、
「菊

」
(

K iku)

 

へ
と
変
わ
り、
「智J

も
同
音
の
「池」
へ
交
替
し
て、
「菊
池」

( K
ikuchi)

と
い
う
美
字
を
も
っ
て
和
語
化
し

 

た
の
で
あ
ろ
う。
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『三
国
志』
魏
書

•
烏
丸
鮮
卑
東
夷
伝
の
倭
人
条

(

『魏
志
倭
人
伝』

)
に
は
「狗
奴
国」
が
あ
り、
「其
の
官
に
は
狗

 

古
智
卑
狗
あ
り
」
と
あ
る。
こ
の
「狗
奴
国」
を
熊
本
県
北
部
に
比
定
し
て、
「狗
古
智」
を

「く
こ
ち」
と
読
ん
で、
 

こ
れ
を
「菊
池」
の
語
源
と
見
る
理
解
も
あ
る
が、
こ
の
理
解
は
邪
馬
台
国
の
所
在
論
と
も
関
係
し
て、
「狗
奴
国」

 

の
所
在
も
東
日
本
に
も
比
定
さ
れ
る
説
も
盛
ん
で

あ
り
(

ニ
)、

三
世
紀
半
ば
の

r

狗
古
智」
を
七
世
紀
末
の
「鞠
智

」 

や
九
世
紀
末
の
「菊

池」
の
淵
由
と
す
る
こ
と
に
は
躊
躇
を
覚
え
る。

三
八世
紀の
鞠智城

白
村
江
敗
戦
直
後
の
危
機
感
と
唐
の
百
済
占
領
軍
と
新
羅
軍
に
よ
る
高
句
麗
戦
と
い
ぅ
朝
鮮
半
島
の
動
向
に
備
え
て

 

築
か
れ
た
鞠
智
城
を
は
じ
め
と
し
た
西
日
本
の
朝
鮮
式
山
城
は、
高
句
麗
が
滅
び、
唐
と
新
羅
の
和
平
が
産
ま
れ
て
半

 

島
情
勢
が
安
定
に
向
か
っ
た
七
世
紀
末
か
ら
は
そ
の
存
在
意
義
は
変
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

(

三
)。

そ
の
変
化
は
半
島
情
勢
の
安
定
と
と
も
に
倭
国
の
体
制
の
整
備
に
も
由
来
す
る。
ま
ず、
朝
鮮
半
島
で
は
六
六
八
年

 

に
北
の
高
句
麗
が
滅
亡
し
た
後、
唐
は
平
壌
に
安
東
都
護
府
を
お
い
て、
ま
た
扶
餘
に
お
い
た
熊
津
都
督
府
と
と
も
に

 

将
軍
の
薛
仁
貴
や
劉
仁
願
等
を
頂
点
と
し
た
半
島
支
配
を
始
め
た。
六
七
一
年
十
一
月
に
は
対
馬
か
ら
太
宰
府
に
郭
務

 

惊
が
ニ
千
人
の
百
済
人
を
四
十
七
隻
の
船
に
載
せ
て
倭
国
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
き
た。
亡
命
百
済
人
は

 

近
江
の
蒲
生
等
の
地
に
安
置
さ
れ
た
が、
他
の
安
置
先
に
は
か
の
百
済
官
人
が
築
い
た
山
城
の
付
近
の
地
も
あ
っ
た
の

 

で
は
な
い
か。
山
城
と
渡
来
人
系
の
遺
跡

•
遺
物
と
の
関
係
に
関
心
が
及
ん
で
来
る。

さ
て、
新
羅
は
六
七
ニ
年
よ
り、
高
句
厘
の
故
地
で
唐
軍
に
抵
抗
す
る
勢
力
に
加
勢
し
て、
唐
軍
の
撤
退
を
迫
る
運

 

動
を
始
め
た。
そ
こ
で
六
七
四
年
に
は
唐
軍
は
新
羅
に
進
軍
し、
新
羅
王
を
文
武
王
に
替
え
て
唐
に
宿
衛
し
て
い
た
文
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武
王
の
弟
の
金
仁
問
を
据
え
よ
う
と
さ
え
し
た。
両
軍
の
戦
い
は
六
七
五
年
二
月
ま
で
続
い
た
が、
新
羅
が
こ
れ
ま
で

 

の
反
唐
行
動
を
唐
に
「謝
罪」
し
た
か
ら、
朝
鮮
半
島
は
安
定
に
向
か
う
こ
と
に
な
つ
た。
こ
の
唐
と
新
羅
両
国
の
和

 

平
の
背
景
に
は、
唐
が
西
の
吐
蕃
と
の
対
立
に
重
点
を
移
す
と
い
う
広
い
範
囲
の
国
際
関
係
が
あ
つ
た。

新
羅
は
高
句
麗
が
亡
ん
だ
六
六
八
年
九
月
以
降
に
も、
ま
た
唐
軍
と
対
立
し
て
い
た
時
期
に
も
そ
う
で
あ
つ
た
が、

 

半
島
に
安
定
が
到
来
し
た
以
後
も
盛
ん
に
倭
国
に
使
節
を
派
遣
し
て
来
た。
ま
た、
遣
新
羅
使
も
こ
の
間
の
七
〇
〇
年

 

ま
で
十
度
送
ら
れ
て
い
る。
新
羅
と
の
外
交
が
盛
ん
に
進
め
ら
れ
た
時
代
で
あ
る。

倭
国
が
律
令
を
体
制
の
中
核
に
置
い
た
日
本
国
を
形
成
す
る
過
程
の
外
交
は
新
羅
ば
か
り
で
な
く、
九
州
南
部
と
南

 

島
勢
力
へ
は
慰
撫
策
と
し
て
進
行
す
る
こ
と
に
な
る。

六
九
八
年
の
四
月
十
三
日
に
は、
「文
忌
寸
博
士

 
(

ふ
み
の
い
み
き
は
か
せ

)
ら
八
人
を
南
嶋
に
遣
り、
国
を
覓

(

も 

と
め
)

し
む。
因
り
て
戎
器
を
給
う」

(

『続
日
本
紀』巻
 

一•
文
武
天
皇
ニ
年
)

こ
と
が
あ
つ
た。
太
宰
府
が
大
野、基
肄、

 

鞠
智
の
三
城
を
繕
治
し
た
の
は、
こ
の
翌
月
の
「五
月
二
十
五
日」
の
こ
と
で
あ
つ
た。

こ
の
大
宰
府
に
連
な
る
三
城
の
な
か
で、
鞠
智
城
は
そ
の
南
方
に
位
置
す
る
立
地
か
ら
判
断
す
れ
ば、
こ
の
城
が
奄

 

美
等
の
南
島
勢
力
に
向
け
ら
れ
た
倭
国
政
権
の
慰
撫
策
に
も
対
応
す
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る。
半
島
情
勢
が
安
定
に
向

 

か
う
こ
の
時
期
に
太
宰
府
に
連
な
る
三
城
を
繕
治
し
た
こ
と
は、
大
宰
府
に
至
る
交
通
路
の
要
所
に
立
地
す
る
山
城
と

 

そ
の
城
内
の
施
設
を
整
備
し、
新
羅
使
の
み
な
ら
ず
隼
人
や
南
島
の
使
節
に
迎
接
の
初
期
の
儀
礼
ば
か
り
で
な
く

'山 

城
の
防
衛
施
設
を
も
通
じ
て
倭
国
の
威
を
各
使
節
に
感
得
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か。
新
羅
の
王
京
の
金
城

(

慶 

州
)

に
は
南
に
南
山
新
城、
東
に
明
活
山
城、
西
に
西
兄
山
城、
北
に
北
兄
山
城
を
配
置
し
て
い
た。
日
本
と
の
外
交

 

摩
擦
が
頻
発
し
た
八
世
紀
の
二
十
年
代
で
は、
ま
ず
七
ニ
ニ
年
に
日
本
か
ら
の
侵
攻
を
恐
れ
て、
金
城
に
南
か
ら
入
る
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経
路
に
関
門
の
長
城
と
そ
の
東
に 

萬
里
城
を
築
く
に
至
っ
て
い
る。

「国覚
使

(
くにまぎのつか 

い
)

」
を
南
島
に
派
遣
し
て、
ま 

た
三
城
を
繕
治
し
た
翌
年
の
文
武 

天
皇三
年

(
六九九

)
「秋七月 

辛
未
(

十
九
日
)

」
に
は、
「多
檄
.

夜
久
•

菴
美
•

度
感
(

た
ね
•

や
く
.

あ
ま
み
.

と
く

〔徳之島〕

)
等 

の
人、
朝
幸
に
従
い
て
来
り、
方 

物
を
貢
ぐ。
位
を
授
け、
物
を
賜 

う
こ
と
」

が
あ
り、
「度
感
嶋
の 

中
国
に
通
う
こ
と、
是
よ
り
始
る」

こ
と
と

なつ
た

(

同卷
 

一
•

文
武
天
皇
三
年
)

図

太
宰
府
で
は
西
か
ら
新
羅
使
を
盛
ん
に
迎
え、
ま
た
遣
新
羅
使
を
盛 

ん
に
派
遣
す
る
ば
か
り
で
な
く、

こ
こ
に

至
っ
て
南
か
ら
は
度
感
嶋
の
使
者
等
を
迎
え
る

こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る。

律
令
制
を
布
い
た
倭
国
は
新
羅
使
と
と
も
に
度
感
嶋
を
は
じ
め
と
し
た
南
島
勢
力
の
使
者
を
迎
え
て、
「中
国」
た 

る
威
容
を
ま
ず
九
州
の
地
で
外
来
の
使
節
に
感
得
さ
せ
る
装
置
が
求
め
ら
れ
る
が、
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
太
宰
府
に
連 

な
る
山
城
の
強
化
な
ど
「繕
治」
と
い
ぅ
整
備
が
な
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る。
そ
の
契
機
は
遣
新
羅
使
が
新
羅
の
金
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城
に
至
る
路
程
や
金
城
に
在
京
中
に
眺
望
し
た
山
城
と
其
の
威
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
築
城
し
て
三
十
三
年

 

ほ
ど
を
経
て
太
宰
府
の
東
西
に
座
る
大
野、
椽
城、
そ
し
て
南
の
鞠
智
城
を
「繕
治」
し
た
外
交
と
政
治
の
背
景
の
ひ

 

と
つ
が
こ
こ
に
あ
ろ
う。
同
年
の
八
月
二
十
日
に、か
の
六
六
七
年
に
築
城
し
て
い
た
「高
安
城
を
修
理」
し
た
の
も、

 

そ
の
一
環
で
あ
ろ
う

(

同
卷
 

一
•

文
武
天
皇
ニ
年
)。

た
だ、翌
年
「十
二
月
甲
申

(
四
日
)

に、太
宰
府
に
三
野

(
日
向
国
児
湯
郡
三
納
郷

)
•

稲
積
(

大
隅
国
桑
原
郡
稲
積
郷

) 

の
ニ
城
を
修
(

つ
く
)

ら
し
め」
(

『続
日
本
紀』
文
武
天
皇
三
年

)
た
と
い
う
新
た
な
築
城
は
隼
人
勢
力
へ
の
対
策
で

 

あ
ろ
う。
(

四
)

隼
人
や
南
島
の
勢
力
を
慰
撫

•
懐
柔
す
る
策
は、
そ
の
策
に
接
す
る
ま
ず
隼
人
の
勢
力
か
ら
抵
抗
を
受
け
る
こ
と
が

 

あ
る。
隼
人
と
南
島
と
の
間
に
あ
る
利
害
関
係
の
変
動、
或
い
は
隼
人
は
遠
交
近
攻
策
の
対
象
と
な
る
や
も
知
れ
な
い

 

危
機
感
を
覚
え
る
か
ら
で
あ
る。
七
〇
〇
年
の
「六
月
庚
辰

(

三
日
)

に
は、
薩
末
比
売

.
久
売
•

波
豆、
衣
評
督
衣

 

君
県、
助
督
衣
君
豆
自
美

(

さ
つ
ま
の
ひ
め
.

く
め
.

は
つ、
え
の
こ
ほ
り
の
か
み
え
の
き
み
あ
が
た、
す
け
え
の
き

 

み
て
じ
み
)

と
肝
衝
難
波
(

き
も
つ
き
の
な
に
は

)
は
肥
人
(

く
ま
び
と
)

等
を
従
え、
兵
を
持
っ
て
覓
国
使

(

くに
 

ま
ぎ
の
つ
か
い
)

の
刑
部
真
木
(

お
さ
か
べ
の
ま
き

)
等
を
脅
か
す」
と
い
う
抵
抗
を
起
し
て
い
る

(

『続
日
本
紀』卷
一
. 

文
武
天
皇
四
年
)。

隼
人
の
叛
乱
は
七
〇
ニ
年、
七
一
三
年
と
七
ニ
〇
年
と
続
い
て
い
る。
七
〇
ニ
年
の
叛
乱
は
薩
摩
と
多
襯

(

た
ね
) 

が
律
令
国
家
に
よ
る
民
を
戸
籍
に
編
成
す
る
こ
と、
即
ち
国
家
か
ら
み
れ
ば
「天
皇
の
徳
治
に
化
す
る」
こ
と
に
対
す

 

る
反
抗
で
あ
っ
た
か
ら、
太
宰
府
は
こ
れ
に
「征
討」
を
加
え、
つ
い
に
は
薩
摩
と
種
子
島
の
民
を
戸
籍
に
付
け
て
支

 

配
を
強
化
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る。

(

五
)
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隼
人
の
抵
抗
に
は
太
宰
府
を
拠
点
と
し
て
鎮
圧
軍
が
組
織
さ
れ
る
が、
鎮
圧
の
戦
力
に
は
記
録
が
な
い
か
ら
と
言
っ

 

て
鞠
智
城
の
組
織
が
無
関
係
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う。
太
宰
府
か
ら
南
に
向
か
う
最
大
の
山
城
と
し
て、
鞠
智
城

 

は
隼
人
の
叛
乱
に
向
か
う
基
地
と
し
て
も
機
能
し
た
で
あ
ろ
う。

薩
摩、
大
隅、
日
向
の
三
国
に
は
徙
民
策
を
進
め
て、
隼
人
の
弱
体
化
を
図
っ
た
か
ら、
大
隅
の
国
守
の
陽
侯
史
麻

 

呂
が
七
ニ
〇
年
の
隼
人
の
反
乱
の
な
か
で
殺
害
さ
れ
て
い
る。
こ
れ
に
は
大
伴
旅
人
が
征
隼
人
持
節
大
将
軍
と
な
っ
て

 

一
万
余
の
兵
を
率
い
て
鎮
圧
に
あ
た
っ
た
が、
一
年
半
近
く
を
費
や
し
て
い
る。
そ
の
間
に、
隼
人
一
千
四
百
余
人
が

 

斬
首
さ
れ、
七
二
三
年
に
な
る
と
大
隅、
薩
摩
の
隼
人
六
ニ
四
人
が
朝
貢
す
る
服
属
が
進
ん
で
い
る。

こ
う
し
た
八
世
紀
初
期
の
九
州
南
部
地
域
に
お
い
て、
対
外
的
に
は
「日
本」
と
し
て
現
れ
る
倭
国
が
律
令
制
を
進

 

行
さ
せ
る
過
程
で
起
こ
っ
た
隼
人
の
叛
乱
に、
鞠
智
城
は
無
縁
で
は
な
く、
む
し
ろ
機
能
し
た
で
あ
ろ
う。
朝
鮮
半
島

 

情
勢
に
対
応
し
て
築
城
し
た
七
世
紀
末
葉
の
時
期
と
は
異
な
り、
威
と
武
を
備
え
た
新
た
な
構
造
が
こ
の
段
階
の
鞠
智

 

城
に
は
備
わ
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か。

四
九世
紀の
菊池城院

九
世
紀
半
ば
以
降
で
は、
西
海
上
に
新
羅
海
賊
が
出
没
す
る
と
い
う
対
外
的
危
機
が
発
生
す
る。
太
宰
府
を
中
心
に

 

こ
の
危
機
へ
の
対
応
策
が
採
ら
れ
る
が、
鞠
智
城
が
菊
池
城
院
と
改
ま
っ
た
時
期
は
不
明
で
は
あ
る
が、
菊
池
城
院
も

 

こ
の
危
機
対
応
に
無
関
係
で
は
な
い。

対
外
危
機
の
兆
し
は
新
羅
か
ら
の
流
民
の
渡
来
か
ら
始
ま
る。
八
三
四
年
で
は、
そ
れ
ま
で
の
新
羅
か
ら
の
流
民
は

 

遠
江、
駿
河、
陸
奥
な
ど
東
国
に
徙
民
し
た
が、
こ
こ
に
至
っ
て
流
民
を
放
還
や
追
却
し
て
い
る。
日
本
内
で
は
律
令
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制
が
弛
緩
し
て
お
り、
新
羅
流
民
の
定
住
が
社
会
不
安
が
加
速
す
る 

こ
と
を
恐
れ
た
の
で
あ
る。

(

六
)

新
羅
で
は
内
陸
部
で
は
草
賊
と
呼
ば
れ
る
叛
乱
が
継
続
し、
海
上 

で
は
新
羅
流
民
を
唐
に
売
る
海
賊
が
跳
梁
し
て
い
た。
こ
の
時、
渡 

唐
し
て
軍
人
と
な
っ
て
い
た
張
保
皐
は
新
羅
王
の
興
徳
王
が
寧
海
軍 

使
と
い
ぅ
唐
か
ら
担
わ
さ
れ
た
職
約
を
実
行
す
べ
く
王
に
海
賊
の
掃 

討
を
要
請
し
た。
張
保
皐
は
興
徳
王
か
ら
清
海
大
使
に
任
ぜ
ら
れ
る 

と、
東
シ
ナ
海
か
ら
海
峡
に
及
ぶ
海
上
の
治
安
維
持
を
な
す
べ
く
清 

海
鎮
(

全
羅
南
道
莞
島

)
を
拠
点
に
制
海
権
を
維
持
し
て
新
羅、
日 

本、
唐
と
の
間
の
貿
易
に
従
事
し
た
の
で
あ
る。

と
こ
ろ
が、
張
保
皐
は
経
済
力
を
高
め
る
と
政
治
力
を
求
め
て、 

わ
が
娘
を
新
羅
王
室
に
入
室
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
る
に
至
っ
て、 

こ
れ
が
拒
否
さ
れ
る
と、
張
保
皐
は
王
室
と
対
立
し、
つ
い
に
は 

八
四
一
年
十
一
月
に
暗
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た。
そ
の
後

' 
八
五
一
年 

二
月
に
は
そ
の
拠
点
で
あ
っ
た
清
海
鎮
は
廃
止
さ
れ
た
か
ら、
西
海 

上
の
秩
序
は
壊
れ
て、
新
羅
海
賊
が
再
び
出
没
す
る
こ
と
に
な
っ
た 

の
で
あ
る
。

こ
の
間
の
八
四
三
年
八
月
に
は
対
馬
島
の
防
人
が
正
月
以
来、
新
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羅
か
ら
毎
日
鼓
声
が
響
き
渡
っ
て
来
る、
と
報
告
し
た。
張
保
皐
の
死
去
と
こ
れ
に
続
く
副
将
の
李
昌
珍
の
反
乱
と
そ

 

の
平
定
と
言
う
清
海
鎮
勢
力
の
抵
抗
に
対
応
す
る
新
羅
南
部
の
混
乱
が
太
宰
府
に
不
安
を
呼
ん
で
い
る。

ま
た、
鎮
の
廃
止
後
の
八
五
五
年
四
月、
新
羅
は
日
本
に
使
節
を
派
遣
し
た
が、
使
節
の
も
た
ら
し
た
執
事
省
か
ら

 

の
牒
の
文
書
が、
日
本
側
の
不
興
を
買
い、
新
羅
使
節
は
帰
国
さ
せ
ら
れ
る
と
言
う
外
交
の
摩
擦
が
あ
り、
新
羅
へ
の

 

不
安
は
募
る
こ
と
に
な
る。

清
海
鎮
の
廃
止
後、
西
日
本
に
は
新
羅
人
の
渡
来
が
再
び
頻
発
す
る
こ
と
と
な
っ
て、
新
羅
に
向
け
ら
れ
た
不
安
は

 

さ
ら
に
高
ま
る。
八
六
六
年
七
月
に
は、肥
前
の
基
肆
郡
の
大
領
の
山
春
永

(

や
ま
の
は
る
な
が

)
は
新
羅
に
渡
っ
て、
 

兵
器
の
技
術
を
学
ん
で
仲
間
と

と
も
に
対
馬
島
を
奪
取
し
よ
う
と
し
た、

と
太
宰
府
に
密
告
さ
れ
て
い
る。
同
年
に

 

は、
隠
岐
の
国
守
で
あ
つ
た
越
智
貞
原
は
新
羅
人
と

と
も
に
反
逆
を
謀
っ
た

と
も
誣
告
さ
れ
て
い
た。
こ
の
た
め、
同

 

年
十
一
月
に
は
能
登
か
ら
太
宰
府
に
至
る
日
本
海
側
に
海
防
を
強
化
し、
神
仏
に
は
護
国
を
祈
願
し
て
い
る。

こ
の
対
外
不
安
は
間
も
な
く
現
実
の
も
の
と
な
っ
た。
八
六
九
年
五
月
二
十
二
日
夜、
新
羅
の
海
賊
船
ニ
艘
が
博
多

 

湾
に
現
れ
た
の
で
あ
る。
賊
船
は
豊
前
か
ら
貢
納
さ
れ
る
絹
綿
を
略
奪
し
て
逃
亡
し
た。
こ
の
件
は
「往
古」
に
も
「前

 

聞」
し
た
こ
と
の
な
い
「国
威」
を
「損
辱」
し
た
事
件
と
し
て
永
く
日
本
側
に
記
憶
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た。

こ
の
新
羅
海
賊
が
太
宰
府
の
外
港
で
あ
る
博
多
津
に
ま
で
来
た
っ
て
貢
納
品
を
襲
っ
た
と
い
う
行
為
か
ら
見
る
と、

 

こ
れ
は
漂
流
船
な
ど
で
は
な
く、
組
織
化
さ
れ
た
新
羅
海
賊
の
初
例
で
あ
る。

同
年
十
二
月
に
は
新
羅
の
賊
船
や
太
宰
府
の
庁
舎
や
門
楼
と
兵
庫
に
大
鳥
が
烏
合
し
た
怪
異
に
も
新
羅
か
ら
の
「兵

 

寇J

を
危
惧
し
て、
神
仏
へ
の
祈
願
は
高
ま
り、
ま
た
博
多
湾
の
警
備
を
強
く
し
た。

翌
八
七
〇
年
二
月
に
は、
新
羅
に
捕
捉
さ
れ
て
い
た
対
馬
島
の
こ
屎
麻
呂
が
逃
げ
帰
り、
新
羅
で
は
材
木
を
切
り
出
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し
て
大
船
を
建
造
し、
ま
た、
兵
士
の
訓
練
を
行
っ
て
い
た
が、
そ
れ
は
対
馬
島
を
討
ち
取
る
た
め
と
言
う
新
羅
の
風

 

聞
を
伝
え
て
き
た。

こ
の
伝
聞
は
新
羅
へ
の
簪
戒
心
を

さ
ら
に
高
め
た。
新
羅
の
貿
易
商
人
で
あ
っ
た
の
潤
清
ら
三
十
人
は、
前
年
に
豊

 

前
の
絹
綿
を
略
奪
し
た
新
羅
の
賊
船
の
仲
間
で
あ
る
と
疑
わ
れ、
ま
た
大
宰
府
管
内
に
寄
寓
す
る
新
羅
人
も
新
羅
が
侵

 

入
し
て
来
れ
ば、
こ
れ
に
内
通
す
る
で
あ
ろ
う
と
疑
わ
れ
て、

と
も
に
拘
束
さ
れ
て、
九
月
に
は
武
蔵、
上
総、
陸
奥

 

に
配
置
さ
れ
た。
同
年
十
一
月
に
は、
大
宰
少
弍
の
藤
原
元
利
万
呂
は
新
羅
王
と
内
通
し
て
い
る
と
の
疑
い
も
か
け
ら

 

れ
た
程、
大
宰
府
に
お
け
る
不
安
と
動
揺
で
あ
る。

さ
ら
に、
八
七
三
年
三
月
に
は、
正
体
不
明
の
ニ
艘
の
船
が
薩
摩
の
甑
島
に
漂
着
し
た。
太
宰
府
で
は、
乗
船
す
る

 

六
〇
人
の
「頭
首」
で
あ
る
崔
宗
佐
と
大
陳
潤
は
渤
海
国
人
で
あ
り、徐
州
平
定
の
祝
賀
の
為
に
唐
に
派
遣
さ
れ
た
が、

 

海
難
に
遭
っ
て
甑
島
に
漂
着
し
た
こ
と
を
把
握
し
た。
だ
が、
薩
摩
の
国
司
は
二
人
が
今
日
の
パ
ス
ポ
ー
ト

と
も
言え
 

る
「公
験」
を
持
參
せ
ず、
「年
紀」
も
正
し
く
書
か
ぬ
こ
と
か
ら、
渤
海
国
の
使
者
で
あ
る
と
言
う
二
人
の
自
供
に

 

不
審
を
抱
い
た。
二
人
は
渤
海
人
を
騙
っ
た
新
羅
人
が
日
本
の
沿
海
を
探
る

も
の
と、
疑
っ
た
の
で
あ
る

(

以
上
『日
 

本
三
代
実
録』
巻
十
三
〜
二
十
三

)。

入
唐
僧
の
円
仁
は
『入
唐
求
法
巡
礼
行
記』
の
な
か
の
八
三
九
年
八
月
十
三
日
の
記
録
に、
渤
海
の
貿
易
船
が
山
東

 

半
島
の
先
端
に
あ
る
青
山
浦
に
停
泊
し
て
い
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
た
が、
渤
海
の
貿
易
船
の
範
囲
は
東
シ
ナ
海
か
ら

 

拡
大
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る。
さ
ら
に、
張
保
皐
の
死
去
後、
九
世
紀
後
半
に
は
東
シ
ナ
海
を
舞
台
と
す
る
貿
易
に

 

は、
出
身
国
や
公
私
を
問
わ
な
い
現
実
的
な
集
団
が
形
成
さ
れ
始
め
て
い
た
の
で
あ
る。
甑
島
に
漂
着
し
た
と
言
う
船

 

は、
貿
易
の
寄
港
地
を
西
南
九
州
に
も
求
め
た
新
し
い
タ
イ
プ
の
貿
易
船
か
と
考
え
ら
れ
る。

(

七
)
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こ
の
よ
う
に、
西
日
本
に
お
い
て
新
羅
と
新
羅
人
へ
の
瞥
戒
心
が
高
ま
る
中
で、
八
九
三
年
五
月
に
は、
新
羅
の
海

 

賊
は
肥
前
の
松
浦
郡
を、
翌
閏
五
月
に
は
肥
後
の
飽
田
郡
を
襲
っ
て
逃
亡
し
た。
翌
八
九
四
年
に
は、
新
羅
海
賊
が

 

ニ
•

三
•

四
•

九
月
と
頻
繁
に
対
馬
島
な
ど
を
襲
っ
て
い
る

(

『日
本
紀
略』
前
篇

)。
こ
の
内、
九
月
の
新
羅
海
賊
は
四
十
五

 

艘
で
対
馬
島
を
襲
撃
し
た
が、
文
室
善
友
ら
が
善
戦
し
て
賊
の
三
〇
二
人
を
殺
害
し、
多
数
の
兵
器
を
獲
得
し
て
い
る。

こ
の
戦
い
で
捕
虜
と
な
っ
た
新
羅
人
の
賢
春
は、
新
羅
で
は
不
作
か
ら
飢
錘
が
発
生
し
た
か
ら、
国
家
財
政
を
補
充

 

す
る
た
め
に
王
の
命
令
を
受
け
て
対
馬
島
を
襲
っ
た
と
告
白
し
た
が、
そ
の
規
模
は
実
に
船
百
艘
と
ニ
五
〇
〇
人で

 

あ
っ
た
と
も
言
う

(

『扶
桑
略
記』
二
十
ニ

)。
確
か
に、
こ
れ
よ
り
先
の
八
八
九
年、
新
羅
で
は
慢
性
的
に
窮
乏
す
る

 

国
家
財
政
の
補
充
の
た
め
に
賦
税
の
取
り
立
て
を
厳
し
く
し
た
か
ら、
各
地
に
反
乱
の
起
っ
た
こ
と
が
『三
国
史
記』

 

新
羅
本
紀
に
は
記
録
さ
れ
て
い
る。
新
羅
の
王
命
に
よ
る
海
賊
行
為
で
あ
っ
た
と
言
う
賢
春
の
告
白
は、
捕
虜
の
命
乞

 

い
の
た
め
に
発
し
た
虚
言
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る。

大
宰
府
管
内
で
は
新
羅
の
流
民
と
海
賊
の
出
没
に
不
安
感
を
興
し
て
い
る。
天
安
二
年

(

八
五
八
)

閏
二
月
二
十
四
 

日
に、
肥
後
国
で
は
「菊
池
城
院
の
兵
庫、
自
ら
鳴」
り、
ま
た
翌
二
十
五
日
に
も
「又、
鳴
る」
こ
と
が
あ
っ
た

(

『日 

本
文
徳
天
皇
実
録』
巻
十

)。
か
の
鞠
智
城
が
二
百
年
近
く
を
経
て、
菊
池
城
院
と
し
て
記
録
に
現
れ
て
い
る。
この

 

変
化
の
背
景
に
は、
百
済
滅
亡
後
の
対
外
危
機
に
備
え
て
築
城
さ
れ
た
「武

J

の
性
格
と、
ま
た
隼
人
や
南
島
勢
力
に

 

対
応
す
る

r

武」
と
と
も
に
「威」
を
備
え
た
「繕
治」
の
こ
の
山
城
の
意
義
が、
こ
こ
に
来
て、
再
び
対
外
危
機
に

 

対
応
す
る
「武」
の
意
義
を
強
め
る
こ
と
に
な
る。

こ
の
年
の
六
月
二
十
日
に
も、太
宰
府
に
「肥
後
国
の
菊
池
城
院
の
兵
庫
の
鼓、自
ら
鳴
り、同
城
の
不
動
倉
十
一
宇、

 

火
(

も
)

ゆ」
と
の
報
告
が
あ
っ
た

(

『日
本
文
徳
天
皇
実
録』
巻
十

)。
兵
庫
の
変
異
の
報
告
は
翌
貞
観
元
年

(

八
五
九
)
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正
月
二
十
一
日
に
も
「筑
前
国
志
摩
郡
の
兵
庫
の
鼓、

g
ら
鳴
る。
庫
中
の
弓
矢
に
声
有
り
外
に
聞
こ
ゆ」
との
こ
と

 

が
太
宰
府
に
届
い
た

(

『日
本
紀
略』
前
篇
十
七

•
清
和
天
皇
)。

「兵
庫
の
鼓
が
白
ら
鳴
る」
と
は
兵
士
の
召
集
で
あ

 

り、
菊
池
城
院
と
志
摩
郡
の
兵
庫
が
と
も
に
警
戒
す
る
対
象
と
は
西
海
に
跳
梁
す
る
新
羅
海
賊
の
襲
来
の
こ
と
で
あ
ろ

 

う。
菊
池
城
院
が
太
宰
府
に
連
な
る
軍
事
的
施
設
で
も
あ
り、
こ
こ
が
外
敵
の
前
面
に
な
る
こ
と
も
危
惧
さ
れ
た
の
で

 

あ
る。

貞
観
十
七
年
(

八
七
五
)

六
月
に
は、
「大
鳥、
肥
後
国
玉
名
郡
の
倉
に
集
い、
西
を
向
き
て
鳴
く。
ま
た、
数
百
の

 

鳥
群、
菊
池
郡
の
倉
を
葺
く
葦
草
を
噬
み
抜
く」
こ
と
が
あ
つ
た

(

『日
本
三
代
実
録』
卷
ニ
七

•

清
和
天
皇
)。

ま
た、
 

元
慶
ニ
年
(

八
七
八
)

九
月
七
日
に
も
「大
鳥、
肥
後
国
八
代
郡
の
倉
の
上
に
集
う。
宇
土
郡
の
蒲
智
比
咩
神
社
の
前

 

の
河
水、
赤
く
変
す
る
こ
と
血
の
如
し」
と
言
う
怪
異
が
続
い
た。
陰
陽
寮
は
こ
れ
ら
の
怪
異
は、
肥
後
国
の
風
水
火

 

の
気
が
整
わ
な
い
も
の
と
占
つ
た
が、
こ
の
肥
後
国
の
菊
池
城
院
と
四
郡
に
現
れ
た
怪
異、
な
か
で
も
大
鳥
が
玉
名
郡

 

倉
か
ら
西
を
向
い
て
鳴
く
こ
と
は
何
を
予
兆
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か。

元
慶
ニ
年
(

八
七
八
)

十
二
月
十
一
日
に
は、
大
宰
少
贰
の
嶋
田
朝
臣
忠
臣
ら
は
「新
羅
虜
船、
我
国
に
向
か
う。

 

宜
し
く
こ
れ
に
傭
う
べ
し」

と
の
香
椎
宮
の
託
宣
を
得
て、

刑
部
大
輔
の
弘
道
王
が
伊
勢
神
宮
に
冥
助
を
祈
願
し、
民

 

部
大
輔
の
藤
原
朝
臣
房
雄
や
兵
部
少
輔
の
平
朝
臣
季
長
が
太
宰
府
に
出
掛
け
て、
香
椎
宮
に
幣
を
奉
じ
て
い
る。
「新

 

羅
凶
賊
が
我
隙
を
窺
わ
ん
と
す」
る
不
安
は、
先
の
「肥
後
国
に、
大
鳥
集
い、
ま
た
河
水、
赤
く
変」
し
た
怪
異
に

 

結
び
付
け
ら
れ
て
解
釈
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
(

『日
本
三
代
実
録』
巻
三
十
四

•
陽
成
天
皇
)。

不
安
な
予
兆
は
続
く。
元
慶
三
年

(

八
七
九
)

三
月
十
六
日
に
も
豊
前
国
の
八
幡
大
菩
薩
宮
に
あ
る
神
功
皇
后
の
前

 

に
備
ぇ
た
甌
が
九
十
片
に
破
裂
し
た
こ
と
が
あ
り、
破
裂
す
る
時
の
鳴
き
声
は
犢
の
細
い
声
の
よ
う
で
あ
つ
た。
また
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肥
後
国
の
菊
池
郡
城
院
の
兵
庫
が

g
ら
鳴
る
こ
と
が
あ
っ
た

(

『日
本
三
代
実
録』
卷
三
五

•
陽
成
天
皇
)。

菊
池
郡
城
 

院
の
兵
庫
が
白
ら
鳴
る
こ
と
は
四
度
目
で
あ
る。

こ
の
不
安
の
予
兆
は、
寛
平
五
年

(

八
九
三
)

閏
五
月
に
は
現
実
の
も
の
と
な
っ
た。
新
羅
の
賊
が
肥
後
国
飽
田
郡

 

を
襲
っ
て
七
人
の
宅
を
焼
き、
肥
前
国
の
松
浦
郡
に
逃
げ
去
る
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る

(

『日
本
紀
略』
前
篇

 

ニ
〇
•

宇
多
天
皇
)。

菊
池
城
院
の
兵
庫
に
現
れ
た
怪
異

(

八
五
八
年
に
三
度、
八
七
九
年

)
は
太
宰
府
の
西
海
に
出
没
す
る
新
羅
海
賊
の

 

跳
梁
に
連
な
る
予
兆
と
し
て
理
解
さ
れ
た
が、
そ
れ
は
菊
池
城
院
が
鞠
智
城
の
築
城
以
来、
朝
鮮
半
島
の
情
勢
を
警
戒

 

し
て
こ
れ
に
対
応
す
る
「武」
の
性
格
と
機
能
を
そ
の
施
設
と
と
も
に
継
承
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う。
菊
池
城
院
の

 

性
格
と
機
能
の
こ
の
一
面
は
鞠
智
城
と
菊
池
城
院
の
施
設
構
成
に
ど
の
よ
う
に
見
て
取
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か。

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
論
者
は
日
本
古
代
史
に
精
通
し
な
い
な
が
ら
も、
朝
鮮
古
代
の
政
治
と
社
会
の
動
向
に
注
目
し
て、
七世

 

紀
か
ら
八
世
紀
の
鞠
智
城、
そ
し
て
九
世
紀
の
菊
池
城
院
の
性
格
を
考
察
し
て
き
た。
太
宰
府
に
連
な
る
鞠
智
城
は
朝

 

鮮
半
島
の
動
向
に
対
応
し
て
築
城
さ
れ
て
以
来、
そ
の
機
能
を
充
実
し
て
き
た。
七
世
紀
末
葉
に
半
島
情
勢
が
安
定
す

 

る
と、
鞠
智
城
は
九
州
南
部
を
律
令
体
制
内
に
編
制
す
る
施
策
に
も
関
係
し
て、
大
宰
府
の
軍
事
と
外
交
に
連
な
る
要

 

衝
と
し
て
「繕
治」
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る。
八
世
紀
を
経
る
な
か
で、
鞠
智
城
は
軍
事
と
外
交
と
い
う
二
つ
の
機
能

 

を
保
持
し
な
が
ら、
菊
池
城
院
と
な
る。
「城」
と

r

院」
の
二
つ
の
機
能
を
ひ
と
つ
の
所
に
備
え
た
菊
池
城
院
は
大

 

宰
府
が
大
野
城
と
基
肄
城
を
府
の
東
西
に
備
え
て
「府」
と
「城」
を
分
離
し
て
い
た
こ
と
と
は
対
照
的
で
あ
る。
山
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城
の
な
か
に
兵
制
と
と
も
に
こ
れ
と
は
異
な
る
性
格
の
施
設
を
備
え
た
こ
と
か
ら
「城
院」
と
改
称
さ
れ
た
の
で
は
な

 

か
ろ
う
か。
そ
の
時
代
は
八
世
紀
中
の
こ
と
と
見
ら
れ
る
が、
そ
れ
は、
換
言
す
れ
ば
鞠
智
城
が
朝
鮮
式
山
城
の
構
造

 

と
機
能
か
ら
な
か
ば
脱
却
し
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う。
こ
の
「城
院」
の
構
造
は
発
掘
情
報
か
ら
ど
の
よ
う
に
読
み
取

 

れ
る
で
あ
ろ
う
か。
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